
議

案

第

四

号

杉

並

区

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

九

年

二

月

二

十

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

杉

並

区

条

例

第

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

一

項

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

八

電

磁

的

記

録

電

子

的

方

式

、

磁

気

的

方

式

そ

の

他

人

の

知

覚

に

よ

つ

て

は

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

方

式

で

作

ら

れ

た

記

録

を

い

う

。

第

二

条

第

二

項

中

「

及

び

」

を

「

、

杉

並

区

学

校

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

九

年

杉

並

区

条

例

第

号

）

第

七

条

に

規

定

す

る

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

者

及

び

」

に

改

め

る

。

第

四

条

第

四

項

中

「

旅

行

依

頼

簿

（

」

の

下

に

「

旅

行

命

令

簿

又

は

旅

行

依

頼

簿

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

記

録

し

た

電

磁

的

記

録

を

含

む

。

」

を

加

え

、

「

よ

つ

て

こ

れ

を

」

を

「

当

該

旅

行

に

関

す

る

事

項

の

記

載

又

は

記

録

を

し

、

こ

れ

を

当

該

旅

行

者

に

提

示

し

て

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

旅

行

命

令

簿

等

に

よ

る

い

と

ま

の

」

を

「

旅

行

命

令

簿

等

に

当

該

旅

行

に

関

す

る

事

項

の

記

載

又

は

記

録

を

し

、

こ

れ

を

提

示

す

る

い

と

ま

が

」

に

改

め

、

同

項

後

段

中

「

そ

の

旅

行

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

」

を

「

当

該

旅



行

に

関

す

る

事

項

の

記

載

又

は

記

録

を

し

」

に

、

「

そ

の

旅

行

者

」

を

「

当

該

旅

行

者

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

中

「

及

び

様

式

」

を

「

又

は

記

録

事

項

、

様

式

そ

の

他

必

要

な

事

項

」

に

改

め

る

。

第

十

三

条

の

二

第

一

項

中

「

所

定

の

請

求

書

又

は

精

算

書

に

必

要

な

書

類

を

添

え

て

、

こ

れ

」

を

「

請

求

又

は

精

算

に

必

要

な

書

類

（

当

該

書

類

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

記

録

し

た

電

磁

的

記

録

を

含

む

。

以

下

「

必

要

書

類

」

と

い

う

。

）

」

に

、

「

必

要

な

添

付

書

類

」

を

「

必

要

書

類

」

に

、

「

そ

の

書

類

」

を

「

必

要

書

類

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

第

一

項

に

規

定

す

る

請

求

書

又

は

精

算

書

及

び

必

要

な

添

付

書

類

」

を

「

必

要

書

類

」

に

改

め

、

「

記

載

事

項

」

の

下

に

「

又

は

記

録

事

項

」

を

加

え

、

「

並

び

に

第

二

項

」

を

「

、

第

二

項

」

に

改

め

、

「

期

間

」

の

下

に

「

そ

の

他

必

要

な

事

項

」

を

加

え

る

。

別

表

第

一

杉

並

区

の

区

域

内

の

項

中

「

相

模

原

市

津

久

井

郡

藤

野

町

」

を

「

相

模

原

市

」

に

、

「

取

手

市

」

を

「

取

手

市

守

谷

市

」

に

改

め

る

。

附

則

こ

の

条

例

は

、

平

成

十

九

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

一

杉

並

区

の

区

域

内

の

項

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

提

案

理

由

）

庶

務

事

務

シ

ス

テ

ム

を

導

入

す

る

こ

と

に

伴

い

、

旅

行

命

令

等

に

係

る

規

定

を

改

め

る

等

の

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

（

抄

）

新

条

例

旧

条

例

（

用

語

の

意

義

）

（

用

語

の

意

義

）

第

二

条

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

第

二

条

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

に

よ

る

。

一

～

七

略

一

～

七

略

八

電

磁

的

記

録

電

子

的

方

式

、

磁

気

的

方

式

そ

の

他

人

の

知

覚

に

よ

つ

て

は

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

方

式

で

作

ら

れ

た

記

録

を

い

う

。

２

こ

の

条

例

に

お

い

て

「

何

級

の

職

務

」

と

い

う

２

こ

の

条

例

に

お

い

て

「

何

級

の

職

務

」

と

い

う

場

合

に

は

、

杉

並

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

場

合

に

は

、

杉

並

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

杉

並

区

条

例

第

九

号

）

第

五

条

第

（

昭

和

五

十

年

杉

並

区

条

例

第

九

号

）

第

五

条

第

一

項

第

一

号

イ

に

規

定

す

る

行

政

職

給

料

表

一

項

第

一

号

イ

に

規

定

す

る

行

政

職

給

料

表

(一)

(一)

（

以

下

「

行

政

職

給

料

表

」

と

い

う

。

）

に

よ

（

以

下

「

行

政

職

給

料

表

」

と

い

う

。

）

に

よ

(一)

(一)

り

定

め

ら

れ

た

当

該

級

の

職

務

を

い

い

、

行

政

職

り

定

め

ら

れ

た

当

該

級

の

職

務

を

い

い

、

行

政

職

給

料

表

以

外

の

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

者

、

給

料

表

以

外

の

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

者

及

(一)

(一)

資 料
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杉

並

区

学

校

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

び

（

平

成

十

九

年

杉

並

区

条

例

第

号

）

第

七

条

に

規

定

す

る

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

者

及

び

杉

並

杉

並

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

杉

並

区

条

例

第

十

八

号

）

第

六

条

に

規

成

十

二

年

杉

並

区

条

例

第

十

八

号

）

第

六

条

に

規

定

す

る

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

者

に

つ

い

て

定

す

る

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

者

に

つ

い

て

は

、

任

命

権

者

が

人

事

委

員

会

と

協

議

し

て

定

め

は

、

任

命

権

者

が

人

事

委

員

会

と

協

議

し

て

定

め

る

こ

れ

に

相

当

す

る

職

務

を

い

う

も

の

と

す

る

。

る

こ

れ

に

相

当

す

る

職

務

を

い

う

も

の

と

す

る

。

３

略

３

略

（

旅

行

命

令

等

）

（

旅

行

命

令

等

）

第

四

条

略

第

四

条

略

２

及

び

３

略

２

及

び

３

略

４

旅

行

命

令

権

者

は

、

旅

行

命

令

等

を

発

し

、

又

４

旅

行

命

令

権

者

は

、

旅

行

命

令

等

を

発

し

、

又

は

こ

れ

を

変

更

す

る

に

は

、

旅

行

命

令

簿

又

は

旅

は

こ

れ

を

変

更

す

る

に

は

、

旅

行

命

令

簿

又

は

旅

行

依

頼

簿

（

旅

行

命

令

簿

又

は

旅

行

依

頼

簿

に

記

行

依

頼

簿

（

載

す

べ

き

事

項

を

記

録

し

た

電

磁

的

記

録

を

含

む

。

以

下

「

旅

行

命

令

簿

等

」

と

い

う

。

）

に

当

以

下

「

旅

行

命

令

簿

等

」

と

い

う

。

）

に

よ

該

旅

行

に

関

す

る

事

項

の

記

載

又

は

記

録

を

し

、

つ

て

こ

れ

を

こ

れ

を

当

該

旅

行

者

に

提

示

し

て

し

な

け

れ

ば

な

し

な

け

れ

ば

な
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資 料

ら

な

い

。

た

だ

し

、

旅

行

命

令

簿

等

に

当

該

旅

行

ら

な

い

。

た

だ

し

、

旅

行

命

令

簿

等

に

よ

る

い

と

に

関

す

る

事

項

の

記

載

又

は

記

録

を

し

、

こ

れ

を

ま

の

提

示

す

る

い

と

ま

が

な

い

と

き

は

、

口

頭

に

よ

り

な

い

と

き

は

、

口

頭

に

よ

り

旅

行

命

令

等

を

発

し

、

又

は

こ

れ

を

変

更

す

る

こ

旅

行

命

令

等

を

発

し

、

又

は

こ

れ

を

変

更

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

は

、

速

や

か

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

は

、

速

や

か

に

旅

行

命

令

簿

等

に

、

当

該

旅

行

に

関

す

る

事

項

に

旅

行

命

令

簿

等

に

、

そ

の

旅

行

に

関

す

る

事

項

の

記

載

又

は

記

録

を

し

、

こ

れ

を

当

該

旅

行

者

に

を

記

載

し

、

こ

れ

を

そ

の

旅

行

者

に

提

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

提

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

５

旅

行

命

令

簿

等

の

記

載

事

項

又

は

記

録

事

項

、

５

旅

行

命

令

簿

等

の

記

載

事

項

及

び

様

式

様

式

そ

の

他

必

要

な

事

項

は

、

任

命

権

者

が

定

め

は

、

任

命

権

者

が

定

め

る

。

る

。

（

旅

費

の

請

求

及

び

精

算

）

（

旅

費

の

請

求

及

び

精

算

）

第

十

三

条

の

二

旅

費

（

概

算

払

に

係

る

旅

費

を

含

第

十

三

条

の

二

旅

費

（

概

算

払

に

係

る

旅

費

を

含

む

。

）

の

支

給

を

受

け

よ

う

と

す

る

旅

行

者

又

は

む

。

）

の

支

給

を

受

け

よ

う

と

す

る

旅

行

者

又

は

概

算

払

に

係

る

旅

費

の

支

給

を

受

け

た

旅

行

者

で

概

算

払

に

係

る

旅

費

の

支

給

を

受

け

た

旅

行

者

で

そ

の

精

算

を

し

よ

う

と

す

る

も

の

は

、

請

求

又

は

そ

の

精

算

を

し

よ

う

と

す

る

も

の

は

、

所

定

の

請

精

算

に

必

要

な

書

類

（

当

該

書

類

に

記

載

す

べ

き

求

書

又

は

精

算

書

に

必

要

な

書

類

を

添

え

て

、

こ

事

項

を

記

録

し

た

電

磁

的

記

録

を

含

む

。

以

下

れ

「

必

要

書

類

」

と

い

う

。

）

を

当

該

旅

費

の

支

出

を

当

該

旅

費

の

支

出
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等

を

担

当

す

る

者

（

以

下

「

支

出

担

当

者

等

」

と

等

を

担

当

す

る

者

（

以

下

「

支

出

担

当

者

等

」

と

い

う

。

）

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

い

う

。

）

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

必

要

書

類

の

全

部

又

は

場

合

に

お

い

て

、

必

要

な

添

付

書

類

の

全

部

又

は

一

部

を

提

出

し

な

か

つ

た

者

は

、

そ

の

請

求

に

係

一

部

を

提

出

し

な

か

つ

た

者

は

、

そ

の

請

求

に

係

る

旅

費

額

の

う

ち

、

必

要

書

類

を

提

出

し

な

か

つ

る

旅

費

額

の

う

ち

、

そ

の

書

類

を

提

出

し

な

か

つ

た

た

め

そ

の

旅

費

の

必

要

が

明

ら

か

に

さ

れ

な

か

た

た

め

そ

の

旅

費

の

必

要

が

明

ら

か

に

さ

れ

な

か

つ

た

部

分

の

金

額

の

支

給

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

つ

た

部

分

の

金

額

の

支

給

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

な

い

。

２

及

び

３

略

２

及

び

３

略

４

必

要

書

類

４

第

一

項

に

規

定

す

る

請

求

書

又

は

精

算

書

及

び

の

種

類

、

記

載

事

項

又

は

記

録

必

要

な

添

付

書

類

の

種

類

、

記

載

事

項

事

項

及

び

様

式

、

第

二

項

及

び

前

項

に

規

定

及

び

様

式

並

び

に

第

二

項

及

び

前

項

に

規

定

す

る

期

間

そ

の

他

必

要

な

事

項

は

、

任

命

権

者

が

す

る

期

間

は

、

任

命

権

者

が

定

め

る

。

定

め

る

。


	議案第4号　杉並区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例



